
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区版重層的支援体制整備事業における３つの支援構築イメージ 

 これまで区が推進してきた地域力を活かし、高齢・障がい・子ども・生活困窮等の課題への取組

みを「重層的支援体制整備事業」と紐づけ、区全体で包摂的に支援する体制に再整理する。 

 区と大田区社会福祉協議会が中心となって、重層的支援（３つの支援）の体制構築を進めていく。 

区の進め方 

包括的相談支援 

 属性や世代を問わない相談を受けと

める体制を整備する。 

 各分野での対応力を強化したうえで、

多機関の協働を調整する機関を創設

する。 

 本人との関係づくりに特化したアウ

トリーチ支援を強化・拡充する。 

参加支援 

 既存の支援では対応できない狭間の

ニーズに、就労の場、社会参加の場等

を地域に生み出す。 

 社会や地域に参画できるよう本人ニ

ーズに合わせた資源とのマッチング

やコーディネートをする。 

地域づくり支援 

 個別支援での課題を地域で共有し、地

域課題として、包摂的に支援できるネ

ットワークを構築する。 

 地域課題の解決に、地域住民をはじ

め、社会福祉法人、NPO 区民活動団

体、企業など多様な主体が参画できる

場をつくり、参加支援における地域資

源の開発につなげる。 

重層的（３つの支援）支援体制 
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令和２年６月の社会福祉法の改正に伴い、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括

的な支援体制を構築するため「包括的相談支援」「参加支援」「地域づくり支援」を一体的に実施する

「重層的支援体制整備事業」が創設され、区市町村は地域共生社会の実現に努めることとされた。 

国の考え方 
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